
訓
読
『
平
家
打
聞
－

ｏ
（
巻
四
）

九
〇

訓
読
『
平
家
打
聞
』

ｏ
（
巻
四
）

　
前
回
（
本
誌
３
４
号
）
に
引
き
続
き
、
島
原
松
平
文
庫
本
『
平
家
打
聞
』
巻
四
の

試
訓
を
提
示
す
る
。
前
回
掲
載
分
に
つ
い
て
は
、
村
上
学
氏
・
今
井
正
之
助
氏

よ
り
、
早
速
に
御
批
正
を
た
ま
わ
っ
た
。
と
り
わ
け
今
井
氏
に
は
、
書
面
を
も

っ
て
、
文
字
の
誤
脱
等
の
初
歩
的
な
あ
や
ま
り
は
も
と
よ
り
、
訓
読
結
果
に
つ

い
て
も
多
く
の
有
益
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　
な
お
、
今
回
、
今
井
氏
御
指
摘
の
も
の
を
含
め
、
前
回
分
の
正
誤
表
を
末
尾

に
掲
げ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稲
田
）

　
　
凡
例
（
追
加
）

○
巻
四
の
被
注
釈
語
（
見
出
し
語
）
の
検
出
に
つ
い
て
は
、
汲
古
書
院
刊
影
印

本
が
欠
巻
の
た
め
、
野
村
精
一
氏
蔵
本
・
巻
四
に
よ
っ
て
、
被
注
釈
語
の
位
置

（
丁
数
・
行
数
）
を
各
段
落
ご
と
に
示
し
た
。
そ
の
際
、
『
文
学
』
（
昭
３
１
・
ｕ
）

所
載
翻
字
本
文
に
よ
り
、
不
審
な
箇
所
は
、
早
川
厚
一
氏
・
佐
伯
真
一
氏
・
生

形
貴
重
氏
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
評
釈
』
（
七
）
巻
四
（
昭
６
２
・
１
２
　
私

家
版
）
を
参
照
し
た
。

○
底
本
の
訓
点
に
従
っ
て
訓
み
下
す
の
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
訓
点
の
施
し

方
が
明
ら
か
に
誤
り
と
判
断
で
き
る
場
合
に
は
、
底
本
の
訓
点
を
無
視
し
て
訓

み
下
し
、
注
に
原
文
を
掲
げ
た
。

○
和
歌
は
、
今
回
よ
り
原
文
通
り
一
行
書
き
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

○
今
回
掲
載
分
に
対
応
す
る
依
拠
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
巻
四
「
比
叡
山
」
注
↓
「
私
聚
百
因
縁
集
－
巻
七
－
六
「
伝
教
大
師
事
」

　
（
引
用
の
際
は
古
典
文
庫
に
よ
っ
た
。
）

平
家
打
聞
第
四
巻

　
藤
中
納
言
は
信
西
入
道
三
男
、
桜
町
中
納
言
是
な
り
。
左
京
大
夫
は
、
成
憲

　
オ
ト
ウ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
や
　
そ
し
ま

の
弟
、
信
西
四
郎
の
子
。
御
魚
味
は
鯉
。
大
臣
の
大
饗
、
八
州
嶋
詣
に
云
ふ
。

抱
丁
是
な
り
。
国
王
の
位
に
初
め
て
切
り
た
ゐ
鮫
を
進
む
る
な
り
。
穆
王
と
は



　
　
　
　
　
　
か
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

穆
公
の
子
。
孝
粥
皇
帝
は
漢
の
明
帝
の
孫
子
。
践
酢
は
、
台
を
踏
み
始
む
る
事
。

六
条
院
は
二
条
院
の
御
子
。
後
白
河
院
の
御
孫
子
。
御
母
は
大
蔵
大
輔
。
紀
伊

兼
守
が
娘
。
准
三
后
は
国
王
を
我
が
任
に
育
て
奉
る
事
。
父
母
乳
母
の
義
、
此

の
三
つ
を
合
は
せ
て
、
准
三
后
と
云
ふ
。
又
、
后
、
更
衣
、
懐
胞
、
此
の
三
つ

の
義
。
法
輿
院
の
入
道
と
は
、
二
条
関
白
殿
の
御
父
。
東
大
寺
は
聖
武
天
王
の

御
願
。
輿
福
寺
は
、
淡
海
公
の
御
願
。

　
藤
中
納
言
－
一
オ
４
　
左
京
大
夫
－
一
オ
４
　
御
魚
味
－
一
オ
７
　
穆
王
－
一
ウ
２

　
孝
粥
皇
帝
－
一
ウ
４
　
践
酢
－
一
ウ
５
　
六
条
院
－
一
ウ
８
　
准
三
后
－
一
ウ
ー
Ｏ
（
准

　
三
後
）
　
法
興
院
の
入
道
－
ニ
オ
２
　
東
大
寺
－
ニ
オ
６
　
興
福
寺
－
ニ
オ
６

　
　
¢
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
八
州
州
」
。

　
比
叡
山
は
、
桓
武
天
王
の
御
願
、
伝
教
大
師
の
草
創
な
り
。
抑
、
大
日
本
国

四
明
天
台
の
嶺
、
比
叡
山
最
初
根
本
伝
教
大
師
と
申
す
は
、
俗
姓
は
三
津
氏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
一
マ
マ
一

江
州
の
西
岸
志
賀
の
郡
の
人
な
り
。
幼
雅
に
し
て
衆
心
賢
く
、
七
才
に
し
て

衆
語
を
明
ら
め
け
る
。
小
童
に
し
て
兼
て
数
事
を
知
る
。
価
つ
て
世
の
人
の
思

（
マ
マ
）

ひ
に
常
途
に
異
な
れ
り
。
十
二
才
に
し
て
髪
を
剃
る
。
始
め
て
比
叡
山
に
入
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
コ
シ
ナ

て
庵
を
結
び
、
勤
行
は
、
常
に
山
神
高
座
天
王
等
の
加
護
を
蒙
り
、
鎮
へ
に

　
一
マ
マ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

衆
星
を
影
向
を
見
る
。
剰
へ
、
香
呂
の
灰
の
中
よ
り
、
仏
舎
利
を
得
た
り
。
器

に
入
れ
ん
こ
と
を
求
む
れ
ば
、
火
中
よ
り
黄
金
の
花
器
を
得
た
り
。
今
の
惣
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
０

院
の
舎
利
、
是
な
り
。
言
の
情
を
案
ず
る
に
、
迦
竹
始
め
て
、
仏
法
を
漢
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ば

に
渡
し
、
舎
利
、
空
に
登
り
て
光
り
、
日
輪
を
奪
ふ
。
聖
徳
太
子
、
日
本
国
に

　
　
　
　
　
訓
読
『
平
家
打
聞
』
ｏ
（
巻
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

生
ま
れ
た
ま
ひ
し
に
、
舎
利
を
手
に
捧
げ
、
「
南
無
仏
。
」
と
唱
ふ
。
伝
教
行
ず

る
時
、
仏
舎
利
を
先
立
て
、
此
く
の
ご
と
し
。
当
に
知
り
ぬ
、
如
来
の
御
使
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
、
仏
法
を
弘
宣
し
、
群
生
を
済
度
す
べ
き
先
表
な
り
と
。
就
中
、
如
来
の

御
舎
利
は
、
値
ふ
こ
と
難
く
、
聞
く
事
も
希
な
り
。
若
し
一
花
を
供
養
す
る
は
、

千
反
天
に
生
ま
る
。

　
比
叡
山
－
四
部
本
本
文
で
は
「
山
口
」
（
ニ
オ
６
－
７
）
と
あ
る
。
「
山
門
」
か
。

　
　
○
　
（
百
）
「
幼
稚
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
（
百
）
「
衆
星
影
向
」
。

　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
（
百
）
「
事
情
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
　
ノ
　
ニ
　
　
フ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
キ
　
テ
　
シ
　
　
ク
ノ

　
　
＠
（
百
）
「
伝
教
行
二
叡
岳
洞
一
給
時
仏
舎
利
先
立
如
レ
此
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
（
山
）
「
群
生
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
群
生
」
。

　
復
た
法
花
経
に
云
は
く
、
「
諸
仏
滅
後
已
供
養
舎
利
者
如
是
。
諸
人
等
皆
已

成
仏
道
。
」
と
云
々
。
此
く
の
ご
と
く
咄
く
勤
行
す
る
程
に
、
彼
の
峰
に
鎮
護

国
家
の
大
伽
藍
、
根
本
中
堂
を
建
立
し
、
後
に
は
止
観
院
と
号
す
。
伝
教
生
年
廿

一
な
り
。
時
に
、
桓
武
天
王
の
治
天
、
延
暦
六
年
〔
丁
卯
〕
年
。
彼
の
寺
の
本
尊

　
　
　
¢
一
マ
マ
一
　
　
　
　
一
マ
マ
一

は
則
ち
伊
王
善
逝
十
二
生
を
在
す
。
大
願
の
如
来
、
皆
令
満
足
の
世
尊
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
像
法
転
時
の
利
生
を
偏
み
て
、
未
来
悪
世
の
衆
生
を
哀
れ
み
た
ま
へ
ば
、
思

　
　
　
　
　
　
　
ネ
ン
一
，
一
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
そ

し
食
さ
れ
、
心
願
勲
に
て
、
自
ら
斧
を
取
り
て
、
御
衣
木
に
向
ひ
、
祈
念
し

　
ノ
タ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
言
は
す
る
は
「
南
無
十
二
上
願
の
薬
師
瑠
璃
光
如
来
、
此
の
峰
に
、
大
乗

の
教
行
を
至
極
し
ぬ
る
を
久
し
く
留
め
て
、
末
代
の
罪
濁
の
衆
生
を
済
度
し
た

ま
へ
ば
、
此
願
満
足
を
念
じ
た
ま
へ
ば
、
我
を
礼
し
返
し
た
ま
へ
。
」
と
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
　
訓
読
『
平
家
打
聞
－
ｏ
（
巻
四
）

　
　
け
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
度
削
り
て
は
三
礼
す
。
是
の
ご
と
く
一
心
精
進
に
し
て
、
感
応
時
に
至
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
び

木
像
の
薬
師
、
烏
豫
の
御
首
を
順
け
て
、
大
師
を
三
礼
し
返
し
た
ま
へ
り
。
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
時
の
信
仰
の
涙
、
幾
十
万
ぞ
や
。
詞
を
以
て
も
云
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
の
心
願

　
　
◎

は
、
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
め
て
興
法
利
生
の
事
な
り
。
大
師
自
ら
詠
じ
て

言
は
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
あ
の
く
た
ら
三
摸
三
菩
提
の
ほ
と
け
た
ち
わ
か
た
つ
そ
ま
に
み
や
う
か
あ
ら

せ
た
ま
へ

　
故
に
、
止
観
院
の
十
二
の
常
燈
誓
ひ
て
、
一
度
挑
げ
て
よ
り
後
は
、
四
百
余

　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

才
、
延
暦
六
年
〔
丁
卯
〕
よ
り
、
元
享
三
年
〔
癸
亥
〕
に
至
る
ま
で
五
百
柑
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
仲
六
年
乙
丑

年
、
彼
の
灯
未
だ
滅
せ
ず
、
弥
以
て
繁
昌
す
る
所
な
り
。

　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
０
　
（
百
）
「
在
二
医
王
善
逝
↓
十
二
大
願
如
来
皆
令
満
足
世
尊
ナ
リ
」
。

　
　
　
　
　
　
マ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
　
　
ル
・
　
シ
　
サ

　
　
　
　
（
百
）
「
哀
二
未
来
悪
世
衆
生
一
被
二
思
食
一
也
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
　
シ
ク
　
メ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
フ

　
　
　
　
（
百
）
「
至
極
大
乗
教
法
久
留
済
二
度
末
代
罪
濁
衆
生
一
セ
ン
ト
念
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ニ
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
　
　
（
山
）
「
精
進
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
精
進
」
。

　
　
　
　
（
百
）
「
千
」
。

　
　
　
　
　
　
メ
テ
　
ヲ
ノ
　
シ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
＠
　
（
百
）
「
令
二
法
久
住
一
冥
法
利
生
一
事
ナ
リ
」
。

　
　
¢
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
ヲ
セ
タ
マ
ヘ
」
。

　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
マ
テ

　
　
＠
　
（
百
）
「
自
二
延
暦
六
年
〔
丁
卯
〕
一
至
二
正
嘉
元
年
〔
丁
巳
〕
一
四
百
七
十
一
年
」

　
　
　
（
以
上
割
注
）
。

　
爾
の
時
の
御
門
桓
武
天
王
は
、
日
本
帝
王
五
十
代
、
速
疾
頓
悟
の
至
極
大
乗

の
仏
法
を
異
国
に
求
め
、
和
国
に
弘
め
ん
と
云
ふ
願
を
深
く
思
ひ
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ら

依
り
て
天
下
に
最
上
利
根
の
人
を
択
ん
で
、
遂
に
二
人
を
定
む
。
一
人
は
伝
教
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

一
人
は
弘
法
。
而
る
に
弘
法
は
、
法
光
不
動
の
権
化
と
聞
こ
へ
た
ま
へ
ば
、
此

れ
も
共
に
一
但
一
同
に
、
唐
へ
渡
る
。
唐
の
上
人
た
り
。
伝
教
定
め
て
只
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一
　
ナ
ホ

は
在
さ
ず
。
身
子
富
楼
那
は
共
に
、
頭
角
の
々
々
、
価
、
共
に
本
は
是
れ
菩
薩

な
り
。
文
殊
観
音
、
大
悲
等
行
の
菩
薩
な
り
。
価
、
同
じ
く
亦
是
れ
古
仏
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

而
る
に
、
伝
教
弘
法
は
是
れ
一
機
に
在
す
。
大
地
を
ば
、
量
に
権
実
各
別
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
。
凡
そ
渡
唐
の
後
、
道
遂
和
尚
、
行
帰
座
主
本
に
値
ひ
て
、
一
乗
円
宗
を
極

む
。
一
を
得
て
は
万
を
知
り
、
表
を
聞
か
ば
奥
を
極
む
る
こ
と
、
流
水
よ
り
も

筆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
た
ま

速
し
。
彼
の
仏
瀧
山
の
行
帰
座
主
、
「
昔
を
聞
く
に
、
知
者
大
師
の
言
は
す
る

に
、
『
我
死
し
て
二
百
余
年
に
、
必
ず
東
国
に
於
て
我
が
法
を
弘
め
ん
。
』
と

　
　
　
　
し

云
々
。
聖
詞
も
地
に
落
ち
ず
、
仁
者
則
ち
、
其
の
人
に
当
た
れ
り
。
早
く
本
国

に
帰
り
て
、
道
を
弘
め
た
ま
へ
。
」
と
。
而
し
て
、
多
く
の
深
き
法
を
授
け
た
り
。

　
愚
検
し
て
云
は
く
、
天
台
大
師
は
即
ち
、
随
の
開
皇
十
七
年
〔
丁
巳
〕
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

月
廿
四
日
入
滅
〔
御
年
六
十
一
〕
。
日
本
推
古
天
王
の
御
宇
弟
五
年
、
其
れ
よ

り
二
百
八
十
年
、
唐
は
長
元
廿
年
〔
甲
申
〕
、
日
本
は
延
暦
廿
三
年
、
行
帰
の

詞
は
夫
れ
に
当
た
れ
り
。
一
乗
円
宗
は
三
世
諸
仏
の
出
世
の
本
懐
、
一
切
衆
生

の
成
仏
の
直
道
な
り
。
若
し
法
を
聞
く
者
有
ら
ば
、
一
も
成
仏
せ
ざ
る
は
無
し

　
　
　
　
　
　
う
や
ま

と
云
々
。
誰
か
帰
ひ
た
ま
は
ざ
ら
ん
。
加
之
、
次
に
以
て
竜
興
寺
に
お
い
て
、

順
暁
和
尚
に
対
ひ
て
、
長
元
廿
一
年
の
四
月
、
基
言
を
伝
へ
、
灌
頂
に
及
び
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

ま
へ
り
。
故
に
、
顕
教
密
教
の
将
来
の
祖
師
、
墓
言
天
台
伝
教
の
大
師
な
り
。

基
言
は
則
身
大
日
頓
悟
の
教
、
事
理
倶
密
、
三
摩
地
の
法
な
り
。
尤
も
行
ず
る



に
依
る
べ
し
。
既
に
智
者
と
伝
教
は
、
迩
異
な
る
と
難
も
、
本
は
薬
王
菩
薩
に

　
　
　
＠

同
じ
。
天
比
処
は
別
な
り
と
難
も
、
宗
は
同
じ
く
、
一
乗
円
頓
な
り
。
而
し
て

後
、
延
暦
廿
四
年
帰
朝
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
よ

　
先
づ
同
じ
き
九
月
に
、
桓
武
天
王
に
奏
し
て
、
清
滝
の
高
雄
寺
に
於
て
灌
頂

を
行
な
は
る
。
爾
の
時
の
宣
旨
に
云
は
く
、
「
基
言
の
重
き
御
法
、
未
だ
和
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

に
伝
は
ら
ず
。
阿
閣
梨
始
め
て
伝
へ
渡
せ
り
。
国
師
と
為
る
に
足
れ
り
。
」
と

云
々
。
東
寺
天
台
二
流
の
中
に
、
天
台
灌
頂
の
起
こ
り
は
是
な
り
。
其
の
後
慈

覚
大
師
に
、
官
符
を
申
し
下
し
て
惣
持
院
を
立
て
、
灌
頂
堂
を
造
ら
る
。
永
く

公
家
の
為
に
伝
へ
行
ふ
処
な
り
。
又
、
帰
朝
の
後
八
年
、
嵯
峨
天
王
の
御
時
、

弘
仁
三
年
〔
壬
辰
〕
七
月
、
法
花
講
堂
を
造
り
、
丁
寧
に
智
者
大
師
の
跡
を
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

へ
、
大
乗
を
講
ぜ
し
む
。
日
本
一
州
多
く
円
宗
に
帰
す
。
五
幾
七
道
、
併
、
一

乗
盛
ん
な
り
。

　
　
　
　
　
　
レ
ニ
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ
　
ニ
　
　
　
ノ

　
　
¢
一
百
）
「
此
一
共
一
同
供
渡
唐
上
人
タ
リ
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
　
ノ
　
　
ヲ
ニ
レ
ハ

　
　
　
　
（
百
）
「
身
子
富
楼
那
供
頭
角
声
聞
価
共
是
本
菩
薩
也
」
。

　
　
　
　
（
百
）
「
本
地
」
。

　
　
　
　
　
　
フ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
ト
ム
　
　
　
　
ヲ

　
　
＠
　
（
百
）
「
値
二
道
遂
〔
禅
林
寺
〕
和
尚
一
行
満
座
主
等
極
二
一
乗
円
宗
一
」
。

　
　
　
　
（
百
）
「
青
龍
寺
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ク
シ
ヘ
シ
　
　
　
ノ
ク

　
　
＠
　
（
百
）
「
行
満
座
主
云
昔
聞
智
者
大
師
云
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
¢
　
（
百
）
「
伝
燈
大
師
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ト
　
ヘ
ト
モ
　
ロ
　
ナ
リ
ト

　
　
＠
　
（
百
）
「
天
台
比
叡
難
二
処
別
一
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
爾
の
時
、
宗
論
有
り
て
諸
宗
の
高
宗
、
諸
寺
の
長
老
捧
げ
て
、
伝
教
に
敵
対

す
。
遠
近
都
郎
悉
く
大
師
を
難
破
せ
ん
と
す
。
髪
に
一
つ
の
不
思
議
有
り
。
徳

　
　
　
　
　
訓
読
『
平
家
打
聞
』
口
（
巻
四
）

一
大
師
と
云
ふ
人
、
彼
の
宗
論
の
為
に
奥
州
よ
り
上
ら
る
。
但
し
、
常
途
の
儀

　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
非
ず
。
遠
道
に
彼
の
乗
せ
負
ひ
た
る
牛
の
角
の
会
に
机
を
立
て
了
え
て
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

台
を
破
る
論
を
作
る
〔
彼
の
論
、
今
の
世
に
露
翫
は
れ
ず
〕
。
此
く
の
ご
と
く

上
ら
る
。
叡
山
を
見
上
げ
て
云
は
く
、
「
伝
教
小
伊
は
、
彼
の
所
に
こ
そ
有
り

（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
ナ
ノ
メ
ゲ

け
ん
。
」
と
斜
気
に
言
ひ
た
り
け
る
時
、
舌
口
の
研
く
る
が
ご
と
く
痛
む
。
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

伝
教
大
師
の
感
徳
、
有
り
難
く
聞
こ
え
り
。
伝
教
は
徳
一
を
麓
食
者
と
を
名
づ

け
た
ま
ひ
け
る
。
円
宗
の
法
門
を
、
生
け
喰
ひ
た
る
と
云
ふ
義
な
り
。
但
、
徳

一
も
只
人
に
は
在
さ
ざ
り
け
る
か
。
本
は
西
大
寺
の
沙
門
。
家
を
尋
ぬ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
み

左
大
臣
藤
原
恵
美
卿
の
第
四
男
。
嵯
峨
の
天
王
の
勅
命
を
承
る
。
弘
法
大
師
の

　
く
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
＾
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
似

講
訓
に
順
ひ
、
東
州
へ
修
降
し
仏
法
を
弘
通
し
、
勤
行
当
時
に
被
り
、
将
来
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
マ
タ

利
し
て
、
而
る
に
徳
一
建
立
の
伽
藍
、
諸
国
に
数
多
あ
り
。
常
奥
両
州
の
境
に

　
　
　
　
　
　
　
　
や
な
い
ど

殊
に
盛
ん
な
り
。
会
津
石
弟
山
に
清
水
寺
〔
会
津
大
寺
〕
を
建
立
す
。
大
同
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
一
マ
マ
一

年
〔
丙
戌
〕
、
平
城
天
王
元
年
。
爾
の
時
よ
り
今
元
享
三
年
〔
癸
亥
〕
に
至
る

ま
で
五
百
一
年
な
り
。
後
の
時
、
彼
の
寺
を
ば
、
弟
子
に
付
属
す
。
名
を
金
与
と

日
ふ
。

　
爾
の
時
、
一
首
の
詠
歌
有
り
。

　
ゑ
ん
あ
ら
ば
わ
れ
ま
た
こ
ん
よ
い
は
し
み
づ
や
ま
の
ふ
も
と
の
き
よ
み
づ
の

て
ら

　
今
世
に
は
此
の
寺
を
ば
、
恵
日
寺
と
号
す
。
爾
れ
よ
り
、
陸
国
を
出
で
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
イ
ト
ま

中
禅
寺
に
還
り
、
所
々
に
寺
々
を
建
立
す
。
草
創
羅
楼
に
違
あ
ら
ず
。
凡
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
　
　
訓
読
【
平
家
打
聞
」
ｏ
（
巻
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
モ
ガ
ら

彼
の
聖
跡
に
付
き
て
、
歩
み
を
運
ぶ
者
必
ず
利
生
に
蒙
る
。
頭
を
低
る
る
輩
、

定
め
て
災
難
を
払
ひ
、
二
世
の
悉
地
を
成
ず
る
こ
と
、
響
の
声
に
応
ず
る
が
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ズ
め

と
し
。
代
湊
季
に
至
る
と
雄
も
、
徳
一
建
立
の
寺
に
は
、
今
に
雀
の
入
る
こ

　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
カ
マ
ヒ
ス

と
無
し
。
誰
か
徳
一
大
師
、
権
者
の
化
現
な
る
を
疑
は
ん
。
征
伐
を
喧
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
事
、
仏
菩
薩
の
常
義
な
り
。
或
い
は
云
は
く
、
徳
一
と
修
円
和
尚
と
は
、

血
脈
の
弟
子
な
り
。
大
和
国
神
野
の
山
に
て
勤
め
励
む
。
而
し
て
、
天
の
告
げ

を
得
て
、
東
州
へ
修
行
す
と
云
々
。

　
此
く
の
ご
と
き
事
、
伝
教
の
高
徳
、
誠
に
甚
し
き
物
な
る
に
、
尚
聞
く
、
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

教
大
師
、
入
唐
求
法
の
願
を
遂
げ
ん
が
為
に
、
豊
前
国
字
佐
宮
に
於
て
、
大
菩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

薩
に
法
楽
の
為
に
一
乗
経
を
講
じ
奉
り
た
ま
へ
ば
、
大
菩
蔭
、
斉
殿
を
開
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ま
ひ
て
、
託
宣
に
云
は
く
、
「
我
久
し
く
聞
か
ざ
る
一
乗
醍
醐
の
御
法
た
り
。

大
乗
を
聞
き
奉
る
の
恩
甚
だ
重
し
。
」
と
。
則
ち
自
ら
紫
の
神
衣
を
捧
げ
、
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

教
に
施
し
与
へ
た
ま
ふ
。
社
司
神
官
此
の
事
を
見
て
、
未
曽
有
な
り
と
嘆
ず
。

爾
の
時
の
大
菩
薩
の
御
表
、
今
に
正
し
く
叡
山
根
本
御
経
蔵
に
在
り
。

　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ニ
ル
　
セ
　
ノ
ノ
ニ
テ
・
ヲ

　
　
◎
　
（
百
）
「
遠
路
牛
被
レ
乗
。
牛
角
問
立
レ
机
」
。

　　＠　　¢

　
　
　
ル
ル
ヲ
ヲ
　
　
　
　
　
ル
ル
ノ
ヲ

（
山
）
「
作
二
破
天
台
一
論
こ
に
よ
る
。
（
底
）
「
作
二
破
天
台
論
一
」
。

　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
百
）
「
無
二
披
露
↓
不
レ
翫
」
。

　
　
　
　
シ
　
　
　
ニ

（
百
）
「
修
二
行
東
州
一
」
。

　
　
　
ム
　
　
ラ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
ヲ

（
百
）
「
令
レ
被
二
当
時
利
生
一
募
二
将
来
こ
。

　
　
　
　
ル
マ
テ

（
百
）
「
今
至
二
正
嘉
元
年
〔
丁
巳
〕
一
四
百
五
十
余
年
ナ
リ
」
。

　
　
　
カ
、
ン
　
　
　
　
　
ノ
　
ナ
窄
フ
ヲ
　
イ
ニ
ケ
　
　
ヲ
　
シ
ク
ス
ル

（
百
）
「
誰
馳
二
得
一
大
師
大
権
迩
化
　
云
事
↓
互
助
二
行
化
一
喧
二

　
ヲ

征
伐
一
事
、

九
四

　
　
　
　
　
ノ
　
　
ノ

　
　
仏
菩
薩
常
儀
也
」
。

　
　
　
　
　
　
カ
ニ

　
　
ゆ
　
（
底
）
「
喧
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ

　
　
＠
　
（
百
）
「
得
一
修
因
和
尚
血
脈
弟
子
ナ
リ
」
。

　
　
　
　
　
　
ル
メ
ニ
　
　
ニ
　
ヲ
ル
シ
　
　
ヲ

　
　
＠
　
（
百
）
「
奉
二
為
大
菩
蔭
法
楽
一
奉
レ
講
二
一
乗
経
一
」
。

　
　
　
　
　
　
　
シ
ク
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
　
　
　
ツ
テ
　
　
　
ノ
　
　
　
ニ
　
　
キ
　
　
ノ
　
　
　
ヲ
　
　
　
ル

　
　
＠
　
（
百
）
「
我
久
不
レ
聞
二
一
乗
醍
醐
御
法
↓
依
二
上
人
行
詣
一
聞
二
此
深
法
↓
奉
レ

　
　
　
キ
　
　
　
ヲ
　
　
　
ノ
　
　
　
シ

　
　
聞
大
乗
一
其
恩
重
」
。

　
　
＠
　
（
底
）
「
社
司
一
神
官
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
又
聞
く
、
大
師
春
日
の
社
に
し
て
法
花
経
を
講
ぜ
ら
る
る
に
、
峰
の
上
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

紫
雲
立
ち
て
、
法
庭
に
覆
へ
り
。
此
れ
等
は
皆
、
大
師
の
謂
経
に
、
神
慮
を
解

あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

験
は
す
。
凡
そ
神
明
は
顕
験
し
、
権
現
は
理
事
に
訓
ず
。
高
徳
の
致
す
処
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

権
化
の
定
法
か
。
所
謂
役
の
行
者
の
熊
野
権
現
、
金
剛
象
王
。
伝
教
大
師
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
う

宿
権
現
、
高
座
天
王
。
弘
法
大
師
の
丹
生
の
明
神
。
徳
一
大
師
の
石
弟
権

　
＾
マ
マ
）

現
。
大
朝
大
師
の
白
山
権
現
。
勝
道
上
人
の
日
光
大
菩
薩
。
慈
覚
大
師
の
赤
山
、

摩
多
羅
神
。
智
証
大
師
の
新
羅
明
神
。
行
教
和
尚
の
宇
佐
宮
。
皆
是
れ
明
神
の

仏
法
を
貴
み
、
権
現
の
行
徳
を
喜
ぶ
儀
な
り
。
惣
じ
て
伝
教
大
師
の
行
徳
、
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

跡
尽
く
し
難
し
。
抑
殊
に
春
夏
秋
冬
、
初
月
毎
に
十
二
人
の
当
僧
を
以
て
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

七
日
の
繊
法
を
行
な
は
し
む
。
法
花
繊
悔
は
、
南
岳
大
師
の
製
に
依
り
て
、
深

く
普
賢
観
経
よ
り
出
で
た
り
。
観
無
生
俄
悔
の
前
に
は
罪
福
倶
に
空
な
り
。
故

に
経
に
云
は
く
「
我
心
白
空
罪
福
無
量
観
心
無
心
法
不
住
法
。
」
已
上
。
四
種

三
昧
の
中
に
は
、
半
行
半
座
三
味
な
り
。
一
心
に
奉
請
し
、
一
心
に
敬
礼
す
。

六
情
根
の
繊
悔
は
、
順
流
逆
流
の
十
心
本
な
り
。
繊
法
の
全
要
は
、
発
願
の
文



段
な
り
。
之
の
文
に
い
は
く
、
「
我
が
弟
子
至
心
に
発
願
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ノ
ア
タ
リ

に
臨
み
て
心
乱
れ
ず
。
正
念
し
て
安
楽
国
に
往
生
す
。
　
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

に
値
ひ
て
十
地
を
修
行
し
て
常
示
を
証
し
奉
る
。
」
已
上
と
。

　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

願
は
く
は
命
終

に
弥
陀
の
衆
生

　
　
の
　
（
山
）
「
社
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
社
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ツ
カ
シ
ク
シ
ヲ
フ

　
　
　
　
（
百
）
「
馴
レ
　
理
給
事
」
。

　
　
　
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
後
」
。

　
　
＠
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
押
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
（
底
）
「
令
行
」
。
＠
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
雨
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
ノ
　
　
ニ
　
　
ル
　
ノ
ヒ
テ
ニ
　
　
ノ
ヲ
シ

　
　
の
（
百
）
「
正
念
往
二
生
安
楽
豊
面
奉
下
弥
陀
値
二
聖
衆
一
修
二
行
十
地
一
護
中
常

　
　
　
楽
上
」
。

　
南
岳
は
本
地
観
音
に
て
在
す
。
夫
れ
南
岳
は
六
根
を
清
め
、
天
台
は
悟
り
て

五
品
に
登
り
、
智
者
は
七
才
に
し
て
寺
に
行
き
て
、
一
度
聞
き
て
普
門
品
を
得
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

十
八
に
し
て
頭
を
剃
り
、
初
め
は
大
蘇
寺
に
往
き
、
南
岳
に
値
ひ
て
、
三
経
を

伝
ふ
。
読
謂
す
る
事
、
二
七
日
に
至
る
。
薬
王
品
に
云
は
く
、
「
是
名
真
法
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

養
如
来
。
」
の
文
の
処
に
、
法
花
三
味
陀
羅
尼
俄
法
の
得
力
を
得
た
り
し
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
く
の
ご
と
し
。
而
る
に
、
天
台
大
師
最
後
の
時
、
「
四
十
八
願
荘
厳
浄
土
花

池
宝
閣
に
往
き
易
く
而
る
に
人
無
し
。
」
と
唱
ふ
。
又
云
は
く
、
「
即
指
西
方
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
マ
マ
）

仏
の
悟
を
開
け
。
」
と
。
知
り
ぬ
、
両
大
師
弟
共
に
往
生
極
楽
す
る
こ
と
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

法
花
繊
法
、
尤
も
依
行
す
べ
し
。
今
亦
、
伝
教
大
師
、
是
く
の
ご
と
く
、
往
生

を
願
ひ
求
む
。
悉
く
、
誰
か
之
れ
を
論
ぜ
ん
や
。
伝
教
大
師
、
法
花
長
謂
を
製

　
　
　
　

作
し
、
其
の
切
に
発
願
回
向
し
て
云
は
く
、
「
転
読
一
乗
妙
法
蓮
花
経
、
願
共

　
　
　
　
　
訓
読
「
平
家
打
聞
』
ｏ
（
巻
四
）

諸
衆
生
往
生
安
楽
国
。
」
已
上
。
而
る
に
、
伝
教
大
師
は
、
弘
仁
十
三
年
〔
壬

寅
〕
六
月
四
日
卒
す
。
御
年
五
十
六
。
爾
の
時
、
奇
雲
峰
に
覆
ひ
久
し
く
去
ら

　
　
＠
一
マ
マ
一

ず
。
遠
久
之
れ
を
見
て
笹
し
む
。
定
め
て
故
有
ら
ん
と
云
々
。
是
れ
則
ち
大

師
入
滅
の
霊
瑞
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
¢
　
（
山
）
「
三
経
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
三
経
」
。

　
　
　
　
　
　
　
タ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
シ

　
　
　
　
（
百
）
「
得
二
法
華
三
味
陀
羅
尼
↓
戦
法
徳
力
如
レ
此
」
。

　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
フ

　
　
　
　
（
百
）
「
唱
二
四
十
八
願
荘
厳
浄
土
花
池
宝
閣
易
往
無
人
↓
亦
云
二
即
詣
西
方
値

　
　
　
　
　
ト
ン
ヌ
　
　
　
ニ
　
　
　
　
モ
シ
　
ス

　
　
　
仏
開
悟
↓
知
両
大
師
師
弟
共
往
生
極
楽
法
華
幟
法
尤
可
二
依
行
一
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ノ
ム
セ
　
　
ノ
カ
セ
ン
ヲ

　
　
＠
　
（
百
）
「
伝
教
大
師
如
レ
此
令
レ
行
願
求
往
生
志
誰
論
レ
之
乎
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ヲ

　
　
　
　
（
百
）
「
其
功
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ヲ

　
　
＠
　
（
百
）
「
遠
人
見
レ
之
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
担
当
田
中
）

　
園
城
寺
に
は
、
智
証
大
師
の
草
創
、
天
智
天
王
の
御
願
、
精
水
済
水
花
水
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
ウ
ブ
ユ

の
三
つ
有
る
故
に
三
井
寺
と
は
云
ふ
な
り
。
天
智
天
王
の
鵜
湯
に
は
精
水
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
天
武
天
王
の
鵜
湯
に
は
済
水
を
取
り
、
持
統
天
王
の
鵜
湯
に
は
花
水
を
取

る
。
是
の
ご
と
く
、
三
代
の
帝
の
鵜
湯
を
取
る
故
に
三
井
寺
と
云
ふ
。

　
前
自
河
院
は
三
条
院
の
太
子
。
〔
葵
丑
〕
即
位
。
在
位
十
四
年
。

　
園
城
寺
－
ニ
オ
７
　
前
白
河
院
－
ニ
オ
８
（
□
白
河
院
）

　
　
ｏ
　
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
鵜
偶
」
。

　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
賀
茂
明
神
は
大
力
男
神
な
り
。
熊
野
金
峯
山
皆
此
の
例
な
り
。
大
菩
薩
も
亦

賛
む
べ
か
ら
ず
と
な
り
。
霊
詫
の
文
に
云
は
く
、
「
得
道
来
不
動
法
性
、
自
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
　
訓
読
『
平
家
打
聞
』
ｏ
（
巻
四
）

正
道
垂
権
述
。
」
と
。
其
の
理
顕
然
た
り
。
尤
も
信
仰
す
べ
し
。
今
、
和
光
化

現
の
縁
起
の
由
来
、
往
生
の
御
方
便
を
置
く
。
応
神
天
王
御
誕
生
よ
り
、
石
清

水
男
山
の
御
身
に
至
る
ま
で
、
粗
、
是
を
考
へ
申
す
べ
し
。

　
応
神
天
王
と
は
〔
仲
哀
天
王
第
四
の
御
子
〕
、
治
天
九
年
、
御
父
を
仲
哀
天

　
　
　
　
　
　

王
と
申
す
〔
仲
哀
は
、
人
王
三
十
二
、
大
和
武
の
代
、
景
行
天
王
の
孫
子
。
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
ム
ス
め

の
御
子
〕
。
御
母
は
開
化
天
王
五
代
の
孫
子
、
恩
長
宿
祢
の
娘
。
人
王
十
六
代

の
御
門
な
り
。
治
天
十
一
年
〔
御
年
十
一
才
に
て
有
り
〕
。
御
父
の
帝
と
申
す

は
、
治
天
九
年
の
二
月
、
崩
御
。
御
年
五
十
二
。

　
賀
茂
－
ニ
ウ
５

　
　
０
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
能
」
。

　
　
　
　
「
仲
哀
は
、
人
王
三
十
二
代
景
行
天
王
の
孫
子
。
大
和
武
の
尊
の
御
子
。
」
と
あ

　
　
　
る
の
が
本
来
か
。
（
底
）
（
山
）
と
も
に
不
審
。

　
応
神
天
王
の
御
誕
生
は
、
神
功
皇
后
異
国
の
合
戦
よ
り
帰
朝
す
る
と
て
、
七

日
と
云
ふ
に
、
十
二
月
十
四
日
、
筑
前
国
に
て
御
誕
生
あ
り
。
命
彦
宮
と
は
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

な
り
。
其
の
故
は
、
人
王
十
四
代
中
哀
天
王
元
年
〔
壬
申
〕
、
長
門
国
に
都
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

移
し
て
よ
り
九
ケ
年
、
〔
庚
辰
〕
年
、
新
羅
高
麗
軍
を
発
し
て
日
本
国
を
討
ち

取
ら
ん
と
す
。
自
ら
も
亦
、
官
兵
を
発
し
て
差
し
迎
へ
て
相
戦
ひ
て
、
異
国
の

　
　
（
マ
マ
）

輩
退
散
す
引
退
す
。
仲
哀
の
崩
御
に
二
つ
の
儀
有
り
。
一
つ
に
は
、
日
本
紀
に

云
は
く
、
「
仲
哀
の
御
宇
九
年
の
春
二
月
、
天
王
崩
じ
た
ま
ふ
。
」
と
。
二
つ
に

　
　
　
す
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

は
、
香
椎
の
宮
の
縁
起
に
云
は
く
、
「
仲
哀
天
王
は
異
国
に
矢
に
当
た
り
て
崩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

じ
た
ま
ふ
。
秘
か
に
、
天
王
の
御
骨
を
ば
、
武
内
の
宿
祢
、
海
路
よ
り
長
門
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

豊
浦
の
宮
へ
送
り
た
ま
ふ
に
、
則
日
に
御
葬
送
せ
ず
。
」
と
。
扶
桑
記
に
云
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

く
、
「
神
功
皇
后
御
即
位
〔
辛
巳
〕
、
其
の
仲
哀
天
王
て
葬
を
河
内
国
長
野
山
に

移
す
。
」
と
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
０
　
（
山
）
「
発
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
発
」
。

　
　
　
　
　
　
　
ス
イ

　
　
　
　
（
山
）
「
香
椎
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
香
椎
」
。

　
　
　
（
山
）
「
送
玉
二
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
送
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
神
功
皇
后
は
、
仲
哀
天
王
崩
じ
た
ま
ふ
〔
庚
辰
〕
年
、
新
羅
を
責
め
ん
と
思

し
食
し
立
ち
て
、
豊
前
国
に
し
て
船
樹
山
の
木
を
切
り
、
宇
佐
郡
に
し
て
四
十

艘
の
船
を
造
り
た
ま
ひ
て
出
で
立
た
ん
と
す
。
合
戦
の
時
、
聖
母
の
御
姉
河
上

大
明
神
を
竜
宮
域
に
遣
は
し
て
干
珠
満
珠
の
両
珠
を
借
り
た
ま
ふ
。
三
ケ
日
を

経
て
、
河
上
大
明
神
両
珠
を
持
ち
来
た
り
ぬ
。
神
功
皇
后
は
亦
、
胎
内
の
王
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
契
す
、
「
産
育
の
月
を
延
べ
た
ま
へ
。
」
と
。
而
し
て
、
四
王
の
嶽
に
登
り
た

ま
ひ
て
、
天
地
に
合
掌
し
祈
念
す
、
「
願
は
く
は
、
天
神
地
祇
海
神
諸
共
に
我

に
力
を
合
は
せ
て
、
異
国
の
輩
を
討
た
し
め
た
ま
へ
。
」
と
。
又
、
船
に
乗
る

人
々
は
住
吉
鹿
嶋
諏
訪
高
良
大
神
等
に
契
約
を
結
び
て
、
偏
む
兵
は
三
百
七
十

　
　
　
＾
マ
マ
）

五
人
。
異
兵
は
十
万
八
千
艘
、
四
十
九
万
六
千
余
人
な
り
。
爾
の
時
、
敵
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
軍
兵
、
日
本
の
兵
船
を
潮
瞬
し
て
云
は
く
、
「
日
本
と
は
賢
き
国
と
聞
く
に
、

船
の
数
も
少
な
く
、
大
将
軍
は
女
人
と
は
如
何
。
」
と
。
時
に
、
皇
后
干
珠
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

海
に
入
れ
た
ま
へ
ば
、
海
水
忽
ち
に
乾
て
即
時
に
陵
地
と
成
る
。
異
国
の
官
兵



喜
び
を
成
し
て
、
船
よ
り
下
り
て
近
く
迫
る
な
り
。
時
に
、
皇
后
満
珠
を
取
り

て
、
亦
海
に
入
れ
た
ま
へ
ば
、
海
水
本
の
ご
と
く
充
満
す
。
価
っ
て
異
国
の
官

　
　
　
　
お
ぼ

兵
皆
悉
く
溺
れ
て
死
す
。
敵
の
陣
に
更
に
官
兵
無
し
。
本
朝
の
兵
船
勝
に
乗
り

　
　
（
マ
マ
）

て
進
奇
す
。
両
珠
は
五
寸
ば
か
り
。
頭
は
二
寸
、
下
は
細
き
な
り
と
云
々
。
爾

の
時
、
敵
兵
は
為
ん
方
無
く
、
誓
ひ
を
立
て
て
降
を
乞
ふ
、
「
我
は
則
ち
日
本

の
犬
と
成
り
て
、
必
ず
彼
の
国
を
守
護
せ
ん
。
全
く
塵
言
あ
る
べ
か
ら
ず
。
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一
　

し
尚
敵
心
有
ら
ば
、
天
道
の
責
め
を
蒙
ら
ん
。
」
と
云
々
。
麦
に
神
功
后
皇
柑

に
て
巨
石
の
上
に
書
き
た
ま
ふ
、
「
新
羅
国
の
王
は
日
本
の
犬
な
り
。
」
と
云
々
。

日
本
の
軍
兵
帰
国
の
後
、
石
文
を
削
り
け
る
に
、
弥
鮮
か
に
し
て
文
字
失
せ
ず
。

薬
を
繋
け
て
焼
け
ど
も
叶
は
ず
。
長
子
が
筆
の
跡
こ
そ
木
に
は
深
く
入
り
け
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

聖
女
の
文
言
遠
く
石
を
徹
り
け
り
。
価
っ
て
今
に
其
の
石
文
之
れ
在
り
、
と

云
々
。
日
本
紀
に
云
は
く
、
「
新
羅
の
王
の
前
後
の
代
の
験
と
て
、
皇
后
鉾
を

立
て
ら
る
。
今
に
其
の
鉾
之
れ
在
り
。
」
と
。
抑
、
時
に
、
干
珠
満
珠
の
両
珠

　
　
（
マ
マ
）

は
河
上
に
宮
に
之
れ
納
ま
る
と
云
々
。
此
の
珠
を
竜
宮
よ
り
乞
ひ
請
け
た
ま
ひ

し
時
の
約
束
の
ご
と
く
、
相
違
無
く
竜
宮
の
知
耳
に
成
り
た
ま
ふ
。
肥
後
国
に
て

若
宮
は
生
ま
れ
た
ま
ふ
。
爾
の
時
、
産
屋
を
ば
鵜
の
羽
を
以
つ
て
葺
き
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
ブ
　
ヤ

此
れ
よ
り
し
て
、
産
屋
を
ば
鵜
羽
屋
と
云
ふ
。
八
幡
由
来
記
に
云
は
く
、
「
皇

子
皇
女
は
竜
宮
の
娘
の
腹
に
し
て
御
在
す
。
神
と
顕
は
れ
た
ま
ふ
時
、
亦
若
宮

　
　
　
　
　
　
コ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

は
若
宮
殿
と
て
声
訓
み
に
読
ま
れ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
持
者
を
顕
は
し
御
在
す
故

に
、
若
宮
と
は
示
現
し
た
ま
ふ
に
、
霊
夢
に
も
少
児
と
見
へ
さ
せ
た
ま
ふ
。
」

　
　
　
　
　
訓
読
『
平
家
打
聞
』
口
（
巻
四
）

と
云
々
。

　
　
　
　
　
　
メ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ン
ニ

　
　
０
　
（
山
）
「
責
　
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
責
　
」
。

　
　
　
（
山
）
「
延
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
廷
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
テ

　
　
　
（
山
）
「
登
下
テ
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
登
」
。

　
　
＠
（
底
）
「
云
日
本
一
」
。

　
　
　
　
黒
田
氏
翻
刻
も
同
じ
。
「
弾
」
か
。

　
　
　
　
　
　
テ

　
　
＠
（
底
）
「
伽
レ
今
」
。

　
凡
そ
、
神
功
皇
后
は
仲
哀
崩
御
〔
庚
辰
〕
の
年
、
異
国
の
合
戦
を
打
ち
順
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
　
　
　
　
　
　
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
は
さ

て
、
帰
国
の
後
王
子
誕
生
す
。
思
し
食
す
様
、
而
し
て
御
兄
弟
加
子
坂
恩
弟
熊

　
　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

王
と
て
二
人
御
在
し
き
。
王
子
誕
生
の
事
を
聞
き
、
本
意
無
く
覚
え
て
秘
か
に

　
　
＾
マ
マ
）

計
を
成
す
兵
を
語
ら
ふ
。
爾
の
時
、
武
内
の
大
臣
に
仰
せ
て
彼
の
二
人
を
打
た

せ
ら
る
。
此
れ
は
即
ち
、
其
の
年
〔
辛
巳
〕
の
春
の
天
。
其
の
年
神
功
皇
后
御

即
位
あ
り
。
人
王
十
五
代
の
帝
。
治
天
六
十
九
年
。
大
和
国
古
市
郡
に
都
を
遷

し
、
六
十
九
年
〔
己
丑
〕
四
月
葵
ず
、
と
。
御
年
百
歳
。
又
、
次
の
年
〔
庚

寅
〕
応
神
天
王
御
即
位
あ
り
。
其
の
年
に
同
じ
く
大
和
国
高
市
郡
に
都
を
遷
し
、

四
十
一
年
、
一
天
の
聖
王
万
機
の
主
上
と
し
て
掠
も
禿
く
御
在
し
き
。
御
宝
算

百
十
一
。
河
嶋
安
気
の
宮
に
て
崩
御
〔
庚
午
〕
。
今
の
賀
茂
明
神
と
申
す
は
其

の
時
の
守
護
神
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
キ

　
　
０
　
（
山
）
「
御
在
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
御
在
」
。

　
　
　
　
　
　
キ

　
　
　
（
山
）
「
聞
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
聞
」
。

　
故
紫
路
は
胡
国
。
諸
衛
は
蔵
人
。
院
司
は
奏
者
。
御
余
波
は
名
残
慕
は
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
訓
読
，
平
家
打
聞
－
ｏ
（
巻
四
）

事
。
後
三
条
院
は
後
朱
雀
院
第
二
の
太
子
。
〔
戊
申
〕
即
位
。
在
位
四
年
。
冷

泉
院
は
村
上
天
王
の
第
二
の
太
子
。
〔
戊
辰
〕
即
位
。
二
年
。
凶
徒
は
夜
討
強

盗
山
賊
海
賊
に
は
非
ず
。
只
朝
威
を
背
き
、
年
貢
土
公
を
抑
留
す
る
者
な
り
。

百
姓
は
公
家
の
百
官
。
使
庁
の
下
部
は
庁
官
を
任
ぜ
し
む
。
河
上
の
建
は
新
羅

国
の
王
。
身
長
は
一
丈
八
尺
。
三
面
を
具
足
す
。
本
朝
を
順
へ
ん
と
欲
ふ
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
が
た

日
本
武
尊
起
ち
て
、
之
れ
を
討
ち
た
ま
ふ
。
乙
目
は
色
有
る
美
女
。
体
を
学

　
　
　
０
奈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぶ
な
り
。
化
は
ざ
れ
ば
出
で
て
討
た
れ
に
け
り
。
天
狗
は
天
に
住
す
。
故
に
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

と
云
ふ
。
食
物
人
に
異
な
れ
り
。
故
に
天
狗
と
云
ふ
。
周
辞
は
堅
く
惜
し
む
心
。

固
と
謂
ふ
は
養
の
義
、
辞
と
謂
ふ
は
育
の
義
。
項
年
は
年
来
の
心
。
国
威
は
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ひ

善
の
心
。
朝
制
は
勅
命
。
意
性
天
王
は
出
群
王
の
子
を
ぱ
、
秦
始
皇
の
甥
。
悪

　
　
　
　
　
　
は
二
ろ

王
に
し
て
、
目
綻
び
五
寸
の
王
。
河
涼
山
は
天
台
に
異
な
れ
り
。
八
逆
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
逆
に
は
父
を
殺
す
。
二
逆
に
は
母
を
殺
す
。
三
逆
に
は
羅
漢
僧
を
殺
す
。
四

逆
に
は
仏
身
よ
り
血
を
出
だ
す
。
五
逆
に
は
和
合
の
僧
を
破
る
。
六
逆
に
は
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
破
る
。
七
逆
に
は
妻
子
兄
弟
を
殺
す
。
八
逆
に
は
主
を
殺
す
等
。
長
者
は
関

白
殿
松
殿
の
御
事
。
定
位
は
国
王
の
位
。
田
内
は
清
涼
殿
。

　
故
紫
路
－
三
オ
６
　
諸
衛
工
ニ
ウ
４
－
５
　
院
司
－
三
ウ
５
　
御
余
波
－
四
オ
ー
ｏ
　
後

　
三
条
院
－
五
ウ
９
　
冷
泉
院
－
六
オ
２
－
３
　
凶
徒
－
八
オ
４
　
百
姓
－
八
オ
６
　
使

　
庁
の
下
部
－
九
オ
５
－
６
　
河
上
の
建
－
一
一
オ
４
　
乙
目
－
一
一
オ
４
　
天
狗
－
一

　
一
ウ
３
　
周
辞
－
二
一
ウ
２
（
固
辞
）
　
項
年
－
一
三
オ
８
　
国
威
－
一
三
オ
９
　
朝

　
制
－
二
ニ
オ
９
－
１
０
　
意
性
天
王
－
二
ニ
ウ
５
（
恵
性
天
王
）
清
涼
山
１
＝
ニ
ウ
６

　
八
逆
－
二
ニ
ウ
７
－
８
　
長
者
－
二
ニ
ウ
９
　
定
位
－
二
ニ
ウ
９
　
田
内
－
二
ニ
ウ
９

九
八

　
（
殿
内
）

　
　
　
　
　
　
　
タ
カ
ハ
サ
レ
ハ

　
　
Ｏ
　
（
底
）
「
被
化
　
　
　
」
。

　
　
　
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
任
」
。

　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

　
　
　
　
（
底
）
「
一
逆
」
。

　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

　
　
◎
　
（
底
）
「
二
逆
」
。

　
　
　
　
（
底
）
「
凡
ハ
逆
」
・

　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
会
稽
は
、
呉
王
夫
差
越
王
勾
践
を
捕
へ
、
会
稽
に
込
め
ら
れ
て
、
身
疲
れ
力

弱
り
き
。
後
、
呉
王
に
随
は
ん
と
云
ふ
時
、
呉
王
尿
を
勾
践
に
呑
ま
し
む
。
越

王
味
は
へ
て
「
吉
き
な
り
。
」
と
云
ふ
。
呉
王
は
是
程
の
者
を
切
る
に
及
ば
ず

と
て
、
本
国
に
返
し
て
、
後
に
数
多
の
兵
を
語
ら
ひ
、
呉
国
に
越
へ
て
戦
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

呉
負
け
け
れ
ば
、
呉
王
を
捕
へ
て
亦
会
稽
山
に
込
め
た
り
。
後
、
兵
共
に
呉
王

の
口
を
開
か
せ
て
、
越
王
の
尿
を
呉
王
に
呑
ま
し
む
。
後
、
則
ち
此
の
山
に
て

切
り
け
り
。
会
稽
の
恥
を
雪
ぐ
と
は
是
な
り
。

　
会
稽
ｌ
ｌ
二
ニ
ウ
ー
０

　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
０
（
山
）
「
疲
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
疲
」
。

　
披
国
は
喜
び
開
く
と
云
ふ
。
王
川
は
三
井
寺
。
玉
花
は
呉
福
寺
。
金
聖
は
、

三
井
寺
は
常
住
の
弥
勒
。
金
供
は
興
福
寺
の
仏
。
調
遣
は
獅
子
頼
王
の
御
子
。

　
　
　
　
オ
ト
ウ
と
　
　
け

浄
飯
王
の
弟
。
斜
飯
王
の
嫡
子
。
阿
難
の
尊
兄
。
外
道
な
り
。
■
寺
は
三
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

寺
を
讃
め
た
り
。
椚
舎
は
伽
藍
の
異
名
。
仏
陀
依
付
の
清
浄
な
ら
し
め
ん
と
て
、

故
に
葺
き
粧
る
と
云
ふ
。
故
に
舎
と
云
ふ
。
姑
射
山
は
内
裏
。
諸
宮
は
親
王
諸

家
。
上
聞
は
天
王
の
聴
を
驚
か
す
故
な
り
。
講
醐
は
智
を
譲
ひ
、
義
を
論
ず
。



講
説
と
云
ふ
な
り
。
等
坊
は
両
方
平
等
の
義
。
師
論
は
祖
師
先
徳
。
乙
甲
は
自

　
　
　
　
　
　
　

宗
他
宗
な
り
。
異
域
は
新
羅
百
済
等
。
千
金
は
大
中
少
将
。
万
呉
は
大
中
少
納

　
　
　
　
　
　
　
イ
ニ
シ
ヘ

言
。
古
武
道
は
、
古
の
田
村
利
仁
。
天
平
は
聖
武
天
王
。
弘
仁
は
嵯
峨
天
皇
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

奥
州
甲
舌
は
赤
頭
四
郎
軍
。
公
卿
は
大
政
大
臣
、
左
大
臣
、
右
大
臣
、
内
大
臣
、

大
麹
言
、
左
大
将
、
右
大
将
、
宰
相
、
三
位
等
。
三
公
は
左
右
内
大
臣
。
柏
糠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ

は
観
に
入
ら
ず
と
云
ふ
。
塵
芥
と
は
人
蕗
と
云
ふ
な
り
。
奉
咲
は
諸
人
潮
曉
の

　
　
　
（
マ
マ
）

義
。
黎
土
羊
は
御
感
に
預
か
る
事
。
白
屋
は
公
卿
に
非
ず
と
云
ふ
。
青
侍
は
蔵

人
の
司
。
帝
序
子
は
甥
の
融
子
。
玉
路
は
乗
車
昇
殿
。
竹
符
は
国
の
受
領
司
。

九
州
は
九
国
。
符
賀
は
官
立
俸
禄
。
納
官
は
除
目
弁
官
。
百
司
は
百
官
。
万
乗

の
聖
主
を
苦
し
ま
し
む
は
、
法
皇
鳥
羽
殿
を
揮
し
奉
り
、
悩
ま
し
め
、
后
宮
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

奪
ひ
返
し
、
主
上
を
苦
し
ま
し
め
奉
る
を
云
ふ
。
面
良
の
后
犯
を
成
す
と
は

　
　
　
（
マ
マ
）

娘
の
中
の
宮
を
犯
せ
し
事
な
り
。
七
孝
は
、
父
の
孝
、
母
の
孝
、
師
の
孝
、
君

兄
の
孝
、
祖
父
の
孝
、
伯
父
の
孝
、
此
れ
等
な
り
。
宮
承
は
、
宮
と
は
王
達
を

謂
ふ
。
承
と
は
三
公
承
相
の
位
を
謂
ふ
。
大
相
国
は
前
関
白
入
道
殿
松
殿
。
碍

均
は
訴
詔
を
留
む
る
事
。
光
陰
は
日
数
を
送
る
を
云
ふ
。
親
王
は
法
皇
の
第
二

の
御
子
。
高
倉
宮
。
顔
色
は
今
の
宮
の
恩
域
。
天
下
皆
皇
民
な
り
。
彼
の
恩
甚

だ
重
し
と
云
ふ
な
り
。
青
鳥
は
文
の
名
。
臆
の
翅
に
、
蘇
武
書
を
懸
く
る
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

芳
志
は
今
の
文
を
喜
ぷ
。
疑
胎
た
る
は
叡
迷
無
し
と
云
ふ
事
。
清
見
原
は
天
武

天
王
。
窮
鳥
は
疲
れ
た
る
兵
の
名
。
鳥
羽
院
は
堀
河
院
の
太
子
。
〔
戊
子
〕
即

位
。
在
位
十
六
年
。
唐
帝
は
徳
宗
皇
帝
五
代
の
孫
。
真
宗
天
楽
。
守
賞
は
鳥
羽

　
　
　
　
　
訓
読
，
平
家
打
聞
』
口
（
巻
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

院
第
五
の
王
子
。
崇
徳
院
の
弟
。
中
■
は
中
務
の
唐
名
。
二
条
院
は
後
白
河
院

第
一
の
太
子
。
〔
己
卯
〕
即
位
。
在
位
七
年
な
り
。

　
披
国
－
一
四
ウ
ー
（
披
閲
）
王
川
－
一
四
ウ
２
（
玉
川
）
玉
花
－
一
四
ウ
２
　
金
聖

　
－
一
四
ウ
３
　
金
供
－
一
四
ウ
３
　
調
達
－
一
四
ウ
５
　
貴
寺
－
一
四
ウ
５
　
精
舎
－

　
一
四
ウ
６
　
姑
射
山
－
一
四
ウ
６
　
諸
宮
－
一
四
ウ
７
　
上
聞
－
一
四
ウ
７
（
三
聞
）

　
講
醐
－
一
四
ウ
７
　
等
坊
－
一
四
ウ
８
（
等
房
）
　
師
論
－
一
四
ウ
ー
Ｏ
（
師
倫
）
　
乙
甲

　
－
一
四
ウ
ー
０
（
一
甲
）
　
異
域
－
一
五
オ
２
　
千
金
－
一
五
オ
３
　
万
呉
－
一
五
オ
３

　
－
４
　
古
武
道
－
一
五
オ
４
－
５
（
古
元
道
）
　
天
平
－
一
五
オ
５
　
弘
仁
－
一
五
オ

　
６
－
７
　
奥
州
甲
舌
－
一
五
オ
７
（
奥
州
甲
活
）
　
公
卿
－
一
五
オ
８
（
九
卿
）
　
三
公

　
－
一
五
オ
８
　
糟
糠
－
一
五
オ
９
　
塵
芥
－
一
五
オ
９
　
奉
咲
－
一
五
ウ
４
　
叡
土
羊

　
－
一
五
ウ
４
（
叡
幸
）
白
屋
－
一
五
ウ
６
　
青
侍
－
一
五
ウ
６
　
帝
序
子
－
一
五
ウ

　
ー
０
　
玉
路
－
一
五
ウ
ー
Ｏ
　
竹
符
－
一
六
オ
ー
（
折
符
）
　
九
州
－
一
六
オ
ー
（
口
□
）

　
符
賀
－
一
六
オ
ー
－
２
（
口
賀
）
　
納
官
－
一
六
オ
２
　
百
司
－
一
六
オ
２
（
口
司
）

　
万
乗
の
聖
主
を
苦
し
ま
し
む
１
一
六
オ
５
　
面
塵
の
后
犯
を
成
す
ー
ニ
ハ
オ
５
－
６

　
　
ス
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ

　
（
成
二
西
塵
后
犯
一
）
　
七
孝
－
一
六
オ
６
　
宮
承
－
一
六
オ
７
　
大
相
国
－
一
六
オ
９

　
博
均
１
＝
ハ
ウ
２
　
光
陰
－
ニ
ハ
ウ
３
　
親
王
－
ニ
ハ
ウ
４
　
顔
色
－
一
六
ウ
７
　
青

　
鳥
－
一
七
オ
２
　
芳
志
－
一
七
オ
２
　
疑
賭
た
る
１
一
七
オ
７
（
疑
台
）
清
見
原
－

　
一
九
オ
４
　
窮
鳥
－
一
九
オ
６
－
７
　
鳥
羽
院
－
二
一
オ
２
　
唐
帝
－
二
一
オ
２
－
３

　
守
覚
１
…
ニ
オ
４
　
中
書
－
三
一
ニ
ウ
ー
　
二
条
院
－
三
四
ウ
６
－
７

　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
テ

　
　
¢
　
（
山
）
「
令
清
浄
一
」
に
よ
る
。
（
底
）
「
令
清
浄
一
」
。

　
　
　
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
異
拭
」
。

　
　
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
亦
」
。

　
　
＠
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
清
原
」
。

　
　
　
（
山
）
に
よ
る
。
（
底
）
「
第
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
、
担
当
稲
田
）

九
九



訓
読
【
平
家
打
聞
－
ｏ
（
巻
四
）

訓
読
『
平
家
打
聞
－
Ｈ
（
巻
一
－
巻
三
）

正
誤
表

頁

行

誤

正

五
八

下

１

濠
の
王
茅
は
、
哀
書
の
ご
と
し
。
豪
の
超
高
は
、

纂
の
超
竈
は
、
秦
の
始
皇
の
子
、
二
世
太
子
の
臣

秦
の
始
皇
の
子
、
二
世
太
子
の
臣
下
。

下
。
竈
の
王
茅
は
、
二
書
の
ご
と
し
。

五
九

上

２

大
帝
大
后
宮

大
皇
大
后
宮

６

醍
醐
天
皇

醍
醐
天
王

下
０
１

政
を
行
ふ
由

政
を
行
ふ
べ
き
由

六
〇

上

９

南
殿

南
庭

２
れ

１
１

希
世

希
世

ミ
カ
ど

２
１

帝

帝

３
１

用
ひ
た
ま
は
ず
。

用
ゐ
た
ま
は
ず
。

９
１

爾
に

爾
も

（
マ
マ
）

下
０
１

都
府
の
楼

都
符
楼

二
を

８
１

亮
じ
た
ま
ふ

二
う
亮
じ
た
ま
ふ

０
２

是
れ
な
り

是
な
り

二
々

六
一

上

４

亮
じ
て
よ
り

纂
じ
て
よ
り

（
マ
マ
）

６

蔭
原
朝
臣

藤
原
朝
臣

１
１

託
宣

詫
宣

罪
せ
ら
る
・
の
士

罪
せ
ら
る
る
士

２
１

雪
む
る
の
屍

雪
む
る
屍

（
マ
マ
）

没
し
て
は

役
し
て
は

９
１

鬼
人

鬼
神

下

４

呼
ぶ
と
、
三
返
し
て

呼
ぶ
こ
と
三
返
、
而
し
て

六
二

上
６
１

最
初
、
根
本
伝
教
大
師

最
初
根
本
伝
教
大
師

六
三

上
０
１

旨
を
ば
、
宜
な
る
か
と
は
知
ら
ん
や
と
思
ひ
合
は

旨
を
ば
知
り
、
宜
な
る
か
な
と
は
思
ひ
合
は
す
る

～
１

す
る
な
り
。

な
り
。

下
１
９

１

寄
せ
来
る

寄
り
来
る

＾
マ
マ
）

六
四

上

８

時
に

則
時
に

０
１

是
の
如
く

是
の
ご
と
く

一
〇
〇



下

５

渡
唐
、
大
同
…

渡
唐
、
次
年
帰
朝
。
弘
法
大
師
は
伝
教
と
同
時
の

渡
唐
。
大
同
…

下
４
１

夏
頃

夏
比

ナ
を

５
１

猶
を

猶＾マ
マ
）

６
１

顕
楊

顕
楊

７
１

天
台
圓
頓
菩
蔭
、
大
乗
戒

天
台
円
頓
菩
薩
大
乗
戒

六
五

上

９

価
ち

伽
つ
て

夢
の
無
き
問
に

時
に
夢
の
無
き
問
に

０
１

其
の
味
ひ
、
菰
の
ご
と
し
と
覚
へ
き
。

其
の
味
ひ
、
菰
の
ご
と
し
・
良
ぺ
で
後
も

下

４

慈
覚
帰
朝
す
。

慈
覚
帰
朝
、

５

求
む
。

求
む
る
に
、

８
１

権
者
は
上
宮
太
子

権
者
上
宮
太
子

９
１

行
基
菩
蔭
等
。

行
基
菩
蔭
等
、

愛
別
離
苦
の
憂
ひ

憂
さ
は
愛
別
離
苦

０

六
六

上

３

気
の
始
め

気
の
始
め

カ
シ

カ
シ

下

９

遵
づ
か
ん
。
」
と
。

遵
づ
か
ん
。
」
と
申
す
。

六
七

上
１
１

心
か
ら
の
た
ま

心
か
ら
た
ま

下

６

後
漢
書
の
詩

後
漢
書
の
詞
。

六
八

上

６

文
珠

文
殊

下
５
１

＠

　

６
１

　

＠

７
１

＠

　

８
１

　

＠

六
九

上
２
１

文
珠

文
殊

ハ
ダ
ヘ

８
１

膚
へ

膚

七
〇

上
５
１

う
は
の
そ
れ
な
る

う
は
の
そ
ら
な
る

下

２

拝
壇
寺
と
云
ふ
も
な
り

拝
壇
寺
と
も
云
ふ
な
り

９

是
れ

是＾マ
マ
）

３
１

多
聞
天

多
門
天

訓
読
『
平
家
打
聞
』
口

（
巻
四
）

一
〇
一
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